
 

障害福祉サービス事業 

運 営 方 針 
指定生活かごの実施にあたって、事業所は、利用者様が自立し

た日常生活または社会生活をいとなむことができるよう入浴、

排泄、食事介助、創作活動、生産活動の機会の提供を行います。

地域の結びつきを重視して利用者の所在する市町村、相談支援

事業者等と密接な連携に努めます。 

障害福祉サービス、介護保険サービスの人員運営に関する等関

係法令等を遵守し、事業を実施いたします。 

障害福祉サービス事業（生活介護） 介護保険事業（共生型通所介護） 

困ったときは お互いさま 助けられたり 助けたり 

社会福祉法人 隣の会 

共 生 型 ピ ア ハ ウ ス 

高齢者介護保険事業 

主たる対象者 

 身体、精神、知的障害者 

 ６５歳以上の介護保険の要介護者 

事業実施地域 

 鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・南大隅町 

利用定員・サービス利用日・提供時間 

 定員：２０名 

 月～金曜日（土曜日不定期）（祝祭日も利用できます） 

 元日（１月１日）を除く 

営業日以外で管理者が変更を決めた場合 

９：００～１６：００（送迎時間は含まず） 


